
 

 

 

 

「子
こ

どもの命
いのち

、人権
じんけん

を守
まも

る」 

 校
こう

 長
ちょう

 川那部
か わ な べ

 隆
たか

德
のり

   

ポインセチアの赤
あか

が街
まち

を彩
いろど

る季節
きせつ

となってきました。早
はや

いもので、今年
ことし

も残
のこ

すと

ころあと１か月
げつ

となりました。  

 

さて、１８９５年
ねん

施行
しこう

の明治
めいじ

民法
みんぽう

から続
つづ

いた「懲戒権
ちょうかいけん

」の規定
きてい

が、昨年
さくねん

１２月
    がつ

に民法
みんぽう

から削除
さくじょ

され

たことはご存知
 ぞ ん じ

でしょうか。 

懲戒権
ちょうかいけん

とは、「親権者
しんけんしゃ

は、監護
かんご

（世話
せ わ

）と教育
きょういく

に必要
ひつよう

な範囲内
はんいない

で子ども
こ   

を懲戒
ちょうかい

できる」というも

ので、一般的
いっぱんてき

には「しつけ」と解釈
かいしゃく

されてきました。もっとも児童
じどう

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

などで、子ども
こ   

への

体罰
たいばつ

が禁止
きんし

されており、懲戒権
ちょうかいけん

があるから、「しつけ」と称
しょう

して子ども
こ   

に体罰
たいばつ

を加
くわ

えてよいというこ

とではありませんでした。 

しかし、過去
か こ

の痛ましい
いた     

虐待
ぎゃくたい

事件
じけん

で、これがしばしば児童
じどう

虐待
ぎゃくたい

を正当化
せいとうか

する口実
こうじつ

に

されたというのも事実
じじつ

です。明治
めいじ

時代
じだい

の規定
きてい

が、令和
れいわ

の時代
じだい

になっても親子
おやこ

関係
かんけい

や社会
しゃかい

に影響
えいきょう

を及
およ

ぼし続けて
つづ    

いたことに驚
おどろ

きです。 

改正
かいせい

民法
みんぽう

には、子
こ

の「監護
かんご

及び
およ  

教育
きょういく

に当たって
あ    

は、子
こ

の人格
じんかく

を尊重
そんちょう

するととも

に、その年齢
ねんれい

や発達
はったつ

の程度
ていど

に配慮
はいりょ

しなければならず」、そして、「体罰
たいばつ

」を禁止
きんし

すること

はもちろん、「心身
しんしん

の健全
けんぜん

な発達
はったつ

に有害
ゆうがい

な影響
えいきょう

を及
およ

ぼす言動
げんどう

」を禁止
きんし

することが明記
めいき

されています。 

つまり、民法上
みんぽうじょう

において、子
こ

どもの人格
じんかく

を尊重
そんちょう

すること、子ども
こ   

への体罰
たいばつ

や言葉
ことば

の暴力
ぼうりょく

などの

禁止
きんし

が、明確
めいかく

に規定
きてい

されたわけです。 

民法
みんぽう

が改
かい

正されて
せい      

１年
  ねん

がたとうとしていますが、その間
かん

も虐待
ぎゃくたい

は後
あと

を絶たず
た   

尊い
とうと  

命
いのち

が失われる
うしな      

重大
じゅうだい

事件
じけん

が発生
はっせい

しています。 

法
ほう

の整備
せいび

だけで虐待
ぎゃくたい

をなくすことが困難
こんなん

であることは明白
めいはく

です。でも、民法
みんぽう

改正
かいせい

から１年
ねん

、これを

機
き

に社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で児童
じどう

虐待
ぎゃくたい

を防ぐ
ふせ  

、無
な

くす機運
きうん

をさらに高め
たか  

、実効性
じっこうせい

が現れる
あらわ    

ことを願
ねが

ってやみませ

ん。虐待
ぎゃくたい

を知った
し   

人
ひと

は、それを通告
つうこく

する義務
ぎ む

があります。たとえそれが誤り
あやま  

であっても罰せられる
ばっ       

こ

とはありません。子ども
こ   

の命
いのち

、人権
じんけん

を守る
まも  

ことを第一
だいいち

に考えて
かんが    

いきたいものです。 

 

 

 

１９４８年
ねん

１２月
    がつ

１０日
    にち

に国連
こくれん

総会
そうかい

で「世界
せかい

人権
じんけん

宣言
せんげん

」が採択
さいたく

され、日本
にほん

では１２月
    がつ

４日
よっか

から

１２月
    がつ

１０日
 とおか  

までの１週間
 しゅうかん

を「人権
じんけん

週間
しゅうかん

」としています。本校
ほんこう

でも、１２月
がつ

１１日
にち

から１２月
がつ

１５

日
にち

までの期間
きかん

を校内
こうない

人権
じんけん

週間
しゅうかん

とし、人権
じんけん

学習
がくしゅう

の実施
じっし

、人権
じんけん

啓発
けいはつ

作品
さくひん

の作成
さくせい

などに取り組みます
と  く    

。

そして、１２月
    がつ

１５日
    にち

（金
きん

）の金
こん

勝
ぜ

っ子
こ

集会
しゅうかい

では、取り組
と  く

んだ人権
じんけん

啓発
けいはつ

作品
さくひん

の発表
はっぴょう

など、全校
ぜんこう

で

人権
じんけん

について考える
かんが    

時間
じかん

にしていきます。 
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